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令和５年度第１回佐倉市情報公開・個人情報保護審議会会議要録 

 

 

開催日：令和 5年 12 月 14 日（木） 

時 間：15：00～16：05 

会 場：佐倉市役所１号館 3階会議室 

 

出席者 委 員 阿部委員、北村委員、草場委員、鈴木委員、田久保委員、西口委員、前田

委員 

    事務局 亀田総務部長、川島行政管理課長、小出事務管理班長、北村主査補 

    傍聴人 2 名 

 

審議に先立ち、事務局職員及び委員の自己紹介を行いました。 

  

 

１ 報告 

会 長 

 それでは、次第に従って会議を進めます。 
 本日の会議は、事務局からの報告事項となります。（１）令和 4 年度情報公開制度の実施

状況について、事務局より説明をお願いします。 

 
事務局 

 資料 1-1 の 2 ページ「1-1 開示請求の処理状況」について、令和４年度の開示請求の処

理状況ですが、延べ 131 人の方から 224 件の公文書について開示請求がありました。開示

の内容については、全部開示が 80 件、部分開示が 129 件で、開示した文書の合計は 209 件

となっています。そのほか、情報公開条例第 7 条第 6 号の規定による不開示係争中の案件）

が 1 件、文書不存在による不開示が 7 件、取り下げが 6 件、開示期限の延長により未決定

となっているものが 1 件あります。  
 「1-2 実施機関別開示請求に係る公文書の主な内容及び件数」について、請求の件数 131
件の内訳ですが、市長部局が 109 件、上下水道部が 9 件、議会が 1 件、選挙管理委員会が

1 件、教育委員会が 11 件となっています。 
「1-3 不開示理由別内訳」について、不開示理由の内訳ですが、個人情報によるものが

99 件、法人等情報によるものが 54 件、公共安全に関する情報 9 件、事務事業執行情報が 7
件となっています。 
「1-4 開示請求者の状況」について、開示請求者の区分ですが、市内にお住まいの方が

38 人、市外の方が 30 人、会社や団体などの法人等が 63 団体という内訳となっています。 

 
「1-5 情報公開・個人情報保護委員に対する相談・苦情等」ですが、昨年度は、情報公
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開・個人情報保護委員に対する相談や苦情の申出はありませんでした。 
  続きまして、「２ 市政情報の公表状況」について、市政情報の公表ですが、市政情報の

公表に関する要綱第３条各号に該当するものとして、490 件の市政に関する情報を公表しま

した。4 ページに区分ごとに分類した件数の内訳と、公表方法をまとめてありますので、ご

確認をお願いします。 
 次に 4 ページ下段「３ 審議会等の会議の公開に関する運用状況」についてご説明しま

す。審議会の開催状況は、46 の審議会等が 95 回の会議を開催しています。公開した会議の

回数は、60 回、その内、会議の一部を非公開とした会議の回数は 13 回です。 
 令和４年度も、新型コロナウイルス感染症対策として、審議会等を書面による開催として

非公開とする会議がありましたが、令和 2 年度、3 年度と比較しますとだいぶ減少し、対面

による会議やオンライン会議が増加しました。その他、7 の審議会等から会議全般において

個人情報を取り扱うこと等を理由として、その全部を原則非公開とする旨の決定書が提出さ

れています。これらの審議会等の回数は 260 回あり、その内 236 回が佐倉市介護認定審査

会となっています。 
 「４ 市政資料室の利用状況」について、1 号館 2 階にあります市政資料室の利用状況で

すが、16,322 人の方が利用しています。こちらの数値ですが、昨年度は市政資料室内でマ

イナポイント手続きを行っていたため、人数が急激に増えています。例年は 4 千人弱となっ

ています。 
 続きまして、資料 1-2「佐倉市の情報公開 令和４年度情報公開制度実施状況報告書（資

料編）」ですが、こちらには具体的な開示請求の処理状況一覧表が記載されています。 
 9 ページをご覧いただきますと、平成 8 年度以降の請求件数が載せられています。 
令和 3 年度と令和 4 年度を比較しますと、請求件数は 4 件、公文書件数は 37 件減少してい

ます。件数としては横ばいとなっています。 
 10 ページ以降には、昨年度の公表情報の一覧表を掲載しています。 
情報公開制度の実施状況についての報告は以上です。 

 
会 長 
 ただいまの報告事項について、何かご質問等はございますか。 
 請求件数が令和 3 年と令和 4 年で少し減っているのは、何か推測される原因はあります

か。 

 
事務局 
 原因としましては、建築工事等の金入設計書を開示してほしいという案件が増えていまし

て、急激に増えたのが令和 2 年度でした。金入設計書の内容は基本的に全部開示になるの

で、開示請求で対応するよりも積極的に情報提供していこうということになり、1 号館 2 階

の市政資料室に資料を配架したことで、開示請求の件数が減ってきています。 

 
委 員 
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 コロナの影響により、コロナ前と後とで何か変化はありますか。 

 
事務局 
 コロナの影響を受けて開示件数が変化したという感じは特にありませんが、郵送申請は増

加しました。 

 
委員長 
 ホームページによる発信を充実させていけば、開示請求の件数は反比例して減少していく

のではないでしょうか。 

 
事務局 
 そのようになると考えられます。ただし、個人情報が含まれているようなセンシティブな

情報はホームページ公開になじまないため、開示請求制度の利用が必要です。 

 
 
会 長 
 続いて、次の（２）令和 4 年度 個人情報保護制度の運用状況について、事務局から報告

をお願いします。 

 
事務局 
 それでは、令和 4 年度個人情報保護制度の実施状況について報告します。令和 4 年度ま

では、佐倉市個人情報保護条例に基づく制度運用となっています。 
資料 2-1 と資料 2-2 について、「佐倉市の個人情報保護 令和４年度個人情報保護制度運

用状況報告書」と資料編に基づき報告します。 
 資料 2-1 の 2 ページ「１ 保有個人情報取扱事務の届出等について」ですが、佐倉市個人

情報保護条例第 6 条の規定による保有個人情報取扱事務総数は、687 件となりまして、その

内訳は福祉部が 122 件で最も多くなっています。その下の表の、保有個人情報届出事務の

届出事項としては、住所、氏名、生年月日、等の戸籍的事項がほとんどです。 
 次に、3 ページの保有個人情報の目的外利用と外部提供の状況ですが、佐倉市個人情報保

護条例において、事務の目的以外の保有個人情報の使用や、市の外部への個人情報の提供は

原則禁止されています。ただし、一定の条件のもとで例外的に目的外利用したり、外部提供

したりすることができることとなっています。 
令和 4 年度に行われた目的外利用は 18 件です。なお、経常的に目的外利用として届出さ

れているものは除きます。 
続きまして、外部提供の件数は 424 件となります。その多くは警察署等から法律に基づ

いて照会があったものについて提供したものです。 

 
最後に、保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の件数及びその処理状況につきまして
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ですが、佐倉市個人情報保護条例第 16 条の規定により、保有個人情報についての開示請求

があった場合、当該情報に含まれる第三者の個人情報などの不開示情報を除き、本人に対し、

個人情報を開示しなければならないとしています。 
また、開示された個人情報に誤りがあった場合には、訂正、利用停止の請求ができます。 
令和 4 年度は、12 人の方から 16 件の請求があり、全部開示は 3 件、部分開示が 8 件、不

開示は 5 件ありました。主な請求内容としては、利用施設における事故情報記録、戸籍謄本

等の閲覧申請書でした。 
 訂正・利用停止請求の件数及びその処理状況についてはありませんでした。 
 また、資料 2-2 の 2 ページ以降に外部提供の状況や目的外利用の状況について一覧を掲載

していて、14 ページには平成 17 年度からの実績を掲載しています。 
 個人情報保護制度の状況につきましての報告は以上です。 

 
会 長 
 ただいまの報告事項について、何かご質問等はございますか。 

 
委 員 
 開示請求の、全部開示、部分開示、不開示といった決定は、何かマニュアルのようなもの

に基づいて判断されているのですか。また、決裁を取っているのですか。 

 
事務局 
 条例の解釈運用基準というものがありまして、その基準に従って個別に判断しています。

判断した結果について、各課で決裁を得て、その決裁の内容を情報公開担当である行政管理

課で行政管理課長合議を経て決定という流れになります。 

 
委 員 
個人情報の目的外利用について、一定の条件のもとに実施しているとのことですが、一定

の条件というのはどのようなものでしょうか。 

 
事務局 
 個人情報を収集するときには、目的の範囲内で収集することが原則となります。例として

は、空き家の問題がありますが、所有者を特定しなければならないときに、水道の利用情報

から特定するために、住宅課が上下水道部に照会をして提供を受けるということがあります。

水道の利用情報は、もともと空き家の所有者の特定の目的で収集されたものではありません

が、市の業務を行う中で必須の事項ということで、それを一定の要件としているものです。 

 
会 長 
 今年度から個人情報保護の制度が大きく変わりましたが、引き続き適正な制度運営を進め

ていただきたいと思います。それでは、その個人情報保護制度の変更について、報告事項の
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（３）と（４）をまとめて、事務局より説明をお願いします。 

 
事務局 
 昨年度の審議会で答申をいただきました佐倉市個人情報保護条例等の改正につきまして、

令和 4 年 11 月議会において佐倉市個人情報の保護に関する法律施行条例案が可決され、今

年の 4 月 1 日より施行されています。昨年度の審議会の説明の繰り返しとなってしまいま

すが、あらためて個人情報保護法の改正に伴う運用の変更について説明させていただきます。 
 資料 3 をご覧ください。令和 3 年 5 月 19 日に公布された、デジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の規定により、個人情報の保護に関する法律、いわゆる個

人情報保護法が改正されました。この改正では、民間、国、地方で異なる運用をしてきた個

人情報保護制度を一元的に実施することとなりましたので、令和 5 年 4 月 1 日の法施行に

合わせて、今までの個人情報保護条例を廃止し、新たに佐倉市個人情報の保護に関する法律

施行条例を制定し、法律及び条例に基づいて事務を行っています。資料 4-1 が今年 4 月 1 日

から 10 月 31 日までの運用状況となっています。今年の半年間で 19 人の方から開示請求が

ありました。 
 資料 3 に戻りまして、2 ページ目の＜佐倉市における令和 5 年度からの個人情報保護制度

の運用＞についてですが、運用上、昨年度までと大きく変更している部分について説明しま

す。 
 1 つ目は、保有個人情報取扱事務の届出の継続と個人情報ファイル簿の作成についてです。 
 保有個人情報取扱事務の届出は、個人情報の取扱いを慎重に行うため、新条例及び施行規

則に規定して、旧条例の運用を継続しています。このほか、個人情報保護法に規定されてい

る個人情報ファイル簿を作成し、ホームページで公表しています。個人情報ファイルとは、

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機等を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもので、原則として 1,000 件以上の保有個人情報をま

とめたものです。 
 具体的には資料 4-2 をご覧ください。佐倉市のホームページの一部となりますが、このよ

うに所属ごとに管理している個人情報ファイル簿を公表しています。一例としまして、資料

4-3 が市民課の戸籍関係事務ファイル、資料 4-4 が市民税課の市県民税課税情報ファイル、

資料 4-5 が介護保険課の介護保険システムとなっています。 
 2 つ目は、要配慮個人情報の収集の制限についてです。 
 要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害

を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取

扱いに特に配慮を要する個人情報のことで、旧条例では、法令等の規定や審議会の意見を聞

いたうえで必要が認められる場合を除き、収集を制限していました。改正法には、この要配

慮個人情報の収集を制限する規定はなく、個人情報全般と同じ規定のもとで取扱うこととさ

れています。市としましては、改正法第 61 条第 2 項において必要な範囲を越えた個人情報

の保有は禁止されますので、要配慮個人情報の収集も事務に必要な最小限のものとし、個人

情報取扱事務登録簿に記載して公表するとともに、引き続き審議会への報告を行うことを新
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条例及び施行規則に規定しました。 
 3 つめは、開示決定等の期限についてです。 
 保有個人情報の開示請求があった場合、旧条例では、請求のあった翌日から起算して 14
日以内を期限としていました。改正法では、期限が請求日の翌日から起算して 30 日以内と

なりました。そのため、請求者に不利益とならないよう、従前どおり請求のあった翌日から

起算して 14 日以内を目途に開示を行う運用で行っています。 
 4 つめは、当審議会への諮問についてです。 
 旧条例では、審議事項として、個人情報の収集制限、オンライン結合による外部提供、事

業者の不適切な取扱いに対する是正勧告や事実の公表を、また、報告事項として、保有個人

情報取扱事務の届出・目的外利用・外部提供について規定していました。 
 改正法においては、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な場合にのみ、審議

会へ諮問することができるとされています。これは、個人情報保護制度を、国の個人情報保

護委員会が一元的に管理することから、解釈が自治体によって異なるような運用を防ぐため

です。新条例では、条例の制定・改廃や個人情報保護制度の運用ルールの細則を定める際に、

諮問案件とします。 
 また、審議会への報告案件として、保有個人情報取扱事務の届出・目的外利用・外部提供

について、引き続き報告する旨、施行規則に定めています 
 5 つ目は運用状況の報告についてです。 
 改正法には運用状況の公表に関する規定がありません。 
 国からは、自治体の独自措置として年度単位で運用状況を公表することは差し支えないと

示されていますので、これまでどおり公表する旨を新条例にも規定しています。 
 その他の変更点としまして、個人情報の安全管理にむけた取組みについて報告します。 
 改正法第 66 条において、保有個人情報の漏えい等の防止その他の保有個人情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとされています。そのため、佐倉市

では保有個人情報の取扱いに関する管理要綱を新たに定め、組織体制の整備、研修の実施、

ログ分析、内部監査の実施などを行うとともに、委託先などの外部に対しても保有個人情報

の管理を徹底するよう周知しています。 
 この中で、職員研修については、資料 4-6、4-7、4-8 をご覧いただければと思いますが、

現在実施しているところでして、正職員に対しては 2 年ごとに e ラーニングを実施し、特に

所属長や班長等のマネジメント職には保護管理者・保護担当者研修を行っています。また、

個人情報を取り扱う会計年度任用職員についても、テキストを配布して理解を深めていると

ころです。 
 また、ログ分析や内部監査につきましては、年明けて 1 月に実施予定です。 
 説明が長くなり、大変申し訳ございませんが、個人情報保護制度について、大きな変更点

を中心に、その内容を報告させていただきました。適正な制度運営をしてまいりますので、

委員のみなさまには、引き続きご意見を賜りますよう、なにとぞよろしくお願いします。以

上です。 
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会 長 
 全国統一の制度になったわけですが、佐倉市としては、その中でなるべく従来通りでいこ

うとしているということでしょうか。 

 
事務局 
 法律では個人情報の保護だけではなく、利活用に関することを定めていますが、他の自治

体との話の中でも、基礎自治体ではまだ利活用まで踏み込めないということが出てきます。

であるならば、いまある個人情報をしっかりと保護していきつつ、県や政令指定都市の動向

を注視して今後の方向を検討していこうと考えています。 

 
委 員 
 マイナンバーカードの保険証の紐づけで佐倉市はミスがあったのでしょうか。 

 
事務局 
 佐倉市でミスがあったという報告はいまのところ受けていません。 

 
委 員 
 担当課において、マイナ保険証の紐づけでミスがあると相互チェックはされるのでしょう

か。担当課ですべてわかるのでしょうか。 

 
事務局 
紐づけは、個人が行うことになっています。紐づけを行わない方には、それに代わるもの

を発行させていただいています。2 階の市政資料室のスペースで紐づけ手続きのお手伝いを

市で行っていました。その中で失敗してしまったものがあればそれは市の責任になります。 

 
会 長 
人間がやることには必ずミスが起きます。どこまで国民がミスを許容するかということに

なると思います。メリットとデメリットを比べて国民が判断することになります。 

 
委 員 
他人に自分の情報が流れるのは嫌なことです。 

 
会 長 
車の運転と同じではないでしょうか。車を運転すれば必ず事故が起きる。だからといって

車を運転するなと言えるでしょうか。医療ミスについても同様です。減らす努力は必要です

が、どうしても防ぐことができないことは保険でカバーするなど、現実を受け入れなければ

ならないと思います。 
委 員 
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佐倉市では個人情報の利活用はしていないということでよろしいでしょうか。 

 
事務局 
 いわゆる匿名加工情報として、例えば医療に活用するなどということはまだ検討に至って

いないという状況です。 

 
委 員 
 県や他の市の話を聞くと、佐倉市は情報公開と個人情報保護をきちんとやっていると思い

ます。佐倉市に住んでいてよかったと思います。 

 
会 長 
 事務局、何かありますでしょうか。 

 
事務局 
 昨年の開示請求で、「何々に関する文書一式」というような感じの開示請求が多くなりま

して、範囲が広くなるため、２週間で文書を特定するのができないということが増えてきて

います。先日は、市長市議選に関する文書一式という請求がありましたが、立候補に関する

ものもあれば、当日の各投票所における書類も、開票の時の書類もありまして、それを全部

一式と言われてしまうと非常に厳しいと感じています。市の対応としては、請求者に聞き取

りをしながら、対象となる文書を絞っていく作業をしました。このような形で大量の文書が

対象となる請求に関して、一般的なご意見をいただきたいと思います。 

 
委 員 
 先ほどの選挙に関する文書一式というのは、抽象的すぎるという話に当然なるとは思いま

すが、例示列挙を具体的にしてもらうというのはマニュアルのようなもので、特定できるも

の、できないものというのを先に示しておくというのがあるのではと思います。 
 資料 1-2 の 1 ページ目の 11 番 12 番で令和 3 年度学童保育所の事業計画書・事業報告書

というのは請求を分解して、事業報告書と収支報告書は文書不存在となっています。文書不

存在というのは、特定がされていなくて、何を求めているか分からなかったから不存在にな

ったのか、運用のところも請求する側としてはよくわからないと思います。特定をどこまで

するかは悩ましいと思います。悩ましいから、最後に一式と付けたくなる、あるいはそれに

類するものと書きたくなるのは分からないでもない。こういうのはダメだという、実際困っ

た事例を示すことができるものに関しては公表しておくと多少そのような請求が減るのが

期待できるのではないでしょうか。 

 
会 長 
 過去の事例をサンプルとしてモデルにしてみるのはどうでしょうか。 

 



9 
 

事務局 
 令和 3 年度の学童保育所の事業報告書・収支報告書については、請求が年度終了直後であ

ったため、まだ事業者から報告書が上がってきていないということで不存在になりました。

佐倉市では大量であるから請求を却下するということは行っていなくて、請求に対しては可

能な限り開示に向けて努力するという方針です。モデルは作成していくように検討します。 

 
 
会 長 
 これで佐倉市情報公開・個人情報保護審議会を終了します。 



令和５年度 第１回 佐倉市情報公開・個人情報保護審議会 

次  第 

 

令和５年１２月１４日（木）  

午後３時００分から  

佐倉市役所１号館３階会議室 

及びオンライン開催 

 

 

 

１ 報 告 

(1) 令和４年度情報公開制度の実施状況について 

(2) 令和４年度個人情報保護制度の運用状況について 

 （3） 個人情報保護法の改正に伴う運用の変更について 

 （4） 個人情報保護法改正後の運用状況について 
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